
神崎郡市川町甘地字里村１４８番６

戸建住宅地

農家住宅と一般住宅
等が混在する住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 25 20 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

地方都市内にあり、少子高齢化の傾向が強く、需要自体が限定的
である上、需要者の選別眼はより厳しくなっている。

地域要因に別段変動は見られない。

個別的要因に変動はない。

同町中心部付近の集落地域で、貸家需要が乏しくまた、公法上の規制により賃貸住宅の建設を想定することが困難であるた
め収益価格は試算できなかった。取引は散発的であるが、その目的は自用が殆どで、需要者の意思決定には周辺取引価格が
指標となっていることから、比準価格はかかる需要者行動を反映しており、信頼性は高いと判断した。以上から、比準価格
を採用し、指定基準地からの検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

農家住宅と一般住宅の混在する住宅地域として成熟しており、今後も当面は現状で推移するものと思料する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 15,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

ＪＲ甘地駅北
700m

ＪＲ甘地
700m

(8)

南3m町道､西側道

都計外

（その他）　　　　

特になし ３ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

429

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

24.0 ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 430 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

15,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 10日　提出

宅地-1

0.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

15,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

神河（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-5.0

-27.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

10,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

70.0 ］

99.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 21日 正常価格

令和 6年 7月 9日令和 6年 7月 1日

6,610,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 15,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は神崎郡及び姫路北部の市街化調整区域又は都市計画区域外を中心とする農家集落地域である。需要者は同一需
給圏内の居住者でほぼ完結し、圏外からの転入者は極めて少ない。公法規制等もあり、需要者が地縁者や農業従事者に限定
される傾向にあることから需要は弱い。集落地域にあっては取引自体が少なく、知人親族間での取引が主であり需要の中心
価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

市川（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

市川（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６

業者名

不動産鑑定士氏名

中田不動産鑑定事務所

中田　信



神崎郡市川町下瀬加字津久田９２０番１

戸建住宅地

農家住宅等が散在す
る農村集落地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 60 40 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

町内の人口減少率、高齢化率は県平均を大きく上回って推移して
いる。地価は住宅地、商業地ともに弱含み傾向を継続している。

在来集落地域であり、地域的に特段の変動要因は見られない。

個別的要因に変動はない。

在来の集落地域で賃貸不動産は見当たらず、また利便性に劣り賃貸需要は見込めず、収益性による価格への影響は極めて低
いため収益還元法は適用しなかった。当該地域は自用目的の不動産取引が中心であるから、同一需給圏内の市場実態を反映
している比準価格は説得力を有するものと判断した。よって比準価格を標準に、指定基準地との検討を踏まえ、上記のとお
り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

農家住宅等が散在する農村集落地域であり、特段の変動要因は認められず、当面は現状をほぼ維持するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 7,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

ＪＲ甘地駅東
4.8km

ＪＲ甘地
4.8km

(8)

北東5m町道

都計外

（その他）　　　　

特にない ５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

458

( )

⑨法令上の規制等

台形
2.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 450  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

7,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0台形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

7,720

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

神河（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

10,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

140.0 ］

99.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 14日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

3,480,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 7,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市川町及びその近接市町の在来集落地域。需要者は、相続等に絡んで近隣居住者が購入する程度で市場性は低
い。需要は弱く、売りたくても売れない潜在的な土地供給は多いものと見られる。取引件数が少なく、また知人間や縁故間
等事情を含む場合が多いことから、取引の中心となる価格帯は見出し難いが、居住可能な建物付きで、総額数百万円程度と
見られる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

市川（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

市川（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社播磨総合鑑定

一色かつみ



神崎郡市川町小畑字高所８５８番１外

戸建住宅地

農家住宅が点在する
農村集落地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 60 70 40 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

人口は減少傾向。過疎が進む中、住宅地需要は全体的に弱含み。
新興住宅地域には底堅い需要も見られるが、旧集落地域は低迷が
続く。

成熟した農家集落地域であり、地域要因に変動は認められず、当
面は現状のまま推移すると予測する。

個別的要因に変動はない。

自用の戸建住宅を主体とする住宅地域で、賃貸需要も乏しく、経済合理的に住宅の賃貸需要が成り立つ地域ではないため、
収益還元法の適用は断念した。当該地域は、自用目的での取引が中心であり、取引価格の水準が指標となり価格決定される
ことが一般的である。従って、市場性を反映した規範性の高い比準価格を採用し、指定基準地からの検討を踏まえて、鑑定
評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

農家住宅を主とし農地も残る住宅地域で、今後もほぼ現況が維持されていくものと予測する。地域は過疎化傾向にあり、地
価水準は弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 6,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

ＪＲ甘地駅北東
4.5km

ＪＲ甘地
4.5km

(8)

東6m町道

都計外

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない ６ｍ　町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

543

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 22.0  ｍ、　規模 550  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

6,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 10日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

6,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

神河（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+1.0

+68.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

10,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

166.3 ］

99.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

3,480,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 6,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市川町・神河町を中心に神崎郡北部の既成集落地域、用途的な類似地域は農家住宅を主とする戸建住宅地域で
ある。需要者の大半は地縁血縁のある関係者に限定され、一部別荘代わりに圏外からの転入者も見られる。若年者の流出に
歯止めがかからず、市場は供給過剰の状態が恒常化しつつある。取引される画地規模はまちまちであり、かつ取引件数は少
なく、さらに親戚・知人間での事情を含んだ取引も多く、中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

市川（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

市川（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第６分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社かんとう

神頭慎太郎



神崎郡市川町西川辺字的場４５１番２

低層店舗併用住宅地

小売店舗、住宅等が
混在する国道沿いの
商業地域

16

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北35 20 80 100 低層店舗併用住宅地

-

対象基準地と同じ

立地条件により需給の濃淡があり、地価の二極化が顕著である。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

比準価格が得られた。収益価格・積算価格は後記の理由により試算できなかった。近隣地域および周辺の取引は自己使用目
的の取引が支配的であり、取引価格の水準が指標となり相場を形成し、価格決定されることが一般的である。よって、本件
では比準価格を採用することが妥当と判断し、下記指定基準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｗ２

地域要因に格別の変動はないが、衰退傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 26,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

ＪＲ甘地駅
東 600m

ＪＲ甘地
600m

(8)

東11m国道､背面道

都計外

（その他）　　　　

特にない １１ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

376

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 360  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

26,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

26,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

姫路（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

-1.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+8.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

29,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

100.9 ］

99.0［ ］ 100［ ］

108.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 26日 正常価格

令和 6年 7月 4日令和 6年 7月 1日

9,850,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 26,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は中播磨地域内陸部のやや繁華性の低い路線型商業地が存する範囲。需要者は個人法人を問わず様々な業種業態
の事業主等が見込まれる。商圏人口は減少傾向にある。周辺住宅地域は自動車利用を前提に生活が成り立つ地域であり路線
商業地の需要は小売業を中心に比較的堅調であるが、新たな新規立地を誘引するような繁華性は認められない。取引市場で
の成約価格は多岐にわたり明確な価格相場が形成されていないと思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

市川（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

市川（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

第6分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社三和鑑定

三浦一範


